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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外部の制御機器と近距離無線通信を行い、前記制御機器により故障が判断される端末機
器であって、
　電力を供給する第１電源部と、
　前記制御機器との間で近距離無線の電波を送受信するアンテナ部と、
　前記アンテナ部で受信される電波により電力を誘起し、前記誘起した電力を供給する第
２電源部と、
　前記第２電源部から電力が供給されて駆動する記憶部と、
　前記第１電源部から電力が供給されて駆動する制御部であって、当該制御部が起動状態
又は停止状態であるかを示す第１情報を前記記憶部に格納する制御部と、
　前記第２電源部から電力が供給されて駆動し、前記第１電源部の電力供給の有無を示す
第２情報を取得し、且つ前記記憶部から前記第１情報を取得し、取得した前記第１、第２
情報を前記アンテナ部を介して前記制御機器へ送信する情報取得部とを備える端末機器。
【請求項２】
　前記制御部を起動させる起動信号を生成し、前記制御部に通知する起動信号生成部を更
に備え、
　前記起動信号生成部は、前記制御機器から前記制御部が故障している可能性がある場合
に送信される指示信号に基づき、前記起動信号を生成し、
　前記情報取得部は、前記起動信号生成部による前記起動信号の通知がなされた後、再度
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、前記第１、第２情報を取得し、前記制御機器へ送信する請求項１記載の端末機器。
【請求項３】
　前記制御部を起動させる起動信号を生成し、前記制御部に通知する起動信号生成部を更
に備え、
　前記起動信号生成部は、前記第２情報が電力供給有を示す場合、前記起動信号を生成し
、
　前記情報取得部は、前記起動信号生成部による前記起動信号の通知がなされた後、前記
第１、第２情報を取得し、前記制御機器へ送信する請求項１記載の端末機器。
【請求項４】
　前記第１電源部による電力供給が停止された場合、前記制御部に電力を供給し、前記制
御部に前記記憶部に格納された前記第１情報を更新させる補助電源部を更に備える請求項
１～３のいずれかに記載の端末機器。
【請求項５】
　前記第１電源部及び前記制御部間を導通又は遮断させるスイッチと、
　前記第２電源部から電力が供給されて駆動し、前記スイッチのオン又はオフを示す第３
情報を取得し、前記アンテナ部を介して前記制御機器へ送信するスイッチ情報取得部とを
更に備える請求項１～４のいずれかに記載の端末機器。
【請求項６】
　電力を供給する第１電源部と、前記第１電源部から電力が供給されて駆動する制御部と
備える外部の端末機器との間で近距離無線通信を行い、前記端末機器の故障を判断する制
御機器であって、
　前記端末機器との間で近距離無線の電波を送受信するアンテナ部と、
　前記端末機器が備える前記制御部が起動状態又は停止状態にあるかを示す第１情報と、
前記端末機器が備える前記第１電源部の電力供給の有無を示す第２情報とを、前記アンテ
ナ部を介して前記端末機器から受信し、受信した前記第１、第２情報に基づいて前記端末
機器の故障を判断する判断部とを備える制御機器。
【請求項７】
　前記判断部は、前記第２情報が電力供給無、且つ前記第１情報が起動状態を示す場合、
又は前記第２情報が電力供給有、且つ前記第１情報が停止状態を示す場合、前記制御部を
故障と判断し、前記第２情報が電力供給有、且つ前記第１情報が起動状態を示す場合、又
は前記第２情報が電力供給無、且つ前記第１情報が停止状態を示す場合、前記制御部を正
常と判断する請求項６記載の制御機器。
【請求項８】
　前記制御部が故障している可能性がある場合に前記制御部を起動させるための指示信号
を前記アンテナ部を介して前記端末機器に送信する指示信号送信部を更に備える請求項６
又は７記載の制御機器。
【請求項９】
　前記指示信号送信部は、前記第２情報が電力供給有、且つ前記第１情報が停止状態を示
す場合、前記指示信号を送信する請求項８記載の制御機器。
【請求項１０】
　前記判断部は、前記端末機器の前記第１電源部及び前記制御部を導通又は遮断させるス
イッチがオン又はオフしているかを示す第３情報を前記端末機器から取得し、前記第１、
第２情報に加えて、更に前記第３情報に基づいて前記端末機器の故障を判断する請求項６
～９のいずれかに記載の制御機器。
【請求項１１】
　外部の制御機器との間で近距離無線通信を行い、前記制御機器により故障が判断される
端末機器であって、
　電力を供給する第１電源部と、
　前記制御機器との間で近距離無線の電波を送受信するアンテナ部と、
　前記アンテナ部で受信される電波により電力を誘起し、前記誘起した電力を供給する第
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２電源部と、
　前記第２電源部から電力が供給されて駆動する記憶部と、
　前記第１電源部から電力が供給されて駆動する制御部であって、当該制御部が起動状態
又は停止状態であるかを示す第１情報を前記記憶部に格納する制御部と、
　前記第２電源部から電力が供給されて駆動し、前記第１電源部の電力供給の有無を示す
第２情報を取得し、且つ前記第１情報を取得する情報取得部と、
　前記第２電源部から電力が供給されて駆動し、前記情報取得部により取得された前記第
１、第２情報に基づいて、前記端末機器の故障を判断し、判断結果を前記アンテナ部を介
して前記制御機器へ送信する判断部とを備える端末機器。
【請求項１２】
　前記制御部を起動させる起動信号を生成し、前記制御部に通知する起動信号生成部を更
に備え、
　前記起動信号生成部は、前記第２情報が電力供給有を示す場合、前記起動信号を生成し
、
　前記情報取得部は、前記起動信号生成部による前記起動信号の通知がなされた後、前記
第１、第２情報を取得し、前記制御機器へ送信する請求項１１記載の端末機器。
【請求項１３】
　前記制御部を起動させる起動信号を生成し、前記制御部に通知する起動信号生成部を更
に備え、
　前記起動信号生成部は、前記第２情報が電力供給有、且つ前記第１情報が停止状態を示
す場合、前記起動信号を生成し、
　前記情報取得部は、前記起動信号生成部による前記起動信号の通知がなされた後、前記
第１、第２情報を取得し、前記制御機器へ送信する請求項１１記載の端末機器。
【請求項１４】
　前記判断部は、前記第２情報が電力供給無、且つ前記第１情報が起動状態を示す場合、
又は前記第２情報が電力供給有、且つ前記第１情報が停止状態を示す場合、前記制御部を
故障と判断し、前記第２情報が電力供給有、且つ前記第１情報が起動状態を示す場合、又
は前記第２情報が電力供給無、且つ前記第１情報が停止状態を示す場合、前記制御部を正
常と判断する請求項１１～１３のいずれかに記載の端末機器。
【請求項１５】
　前記第１電源部による電力供給が停止された場合、前記制御部に電力を供給し、前記制
御部に前記記憶部に格納された前記第１情報を更新させる補助電源部を更に備える請求項
１１～１４のいずれかに記載の端末機器。
【請求項１６】
　制御機器と端末機器とが近距離無線通信を行い、前記制御機器が前記端末機器の故障を
判断する故障判断システムであって、
　前記端末機器は、
　電力を供給する第１電源部と、
　前記制御機器との間で近距離無線の電波を送受信するアンテナ部と、
　前記アンテナ部で受信される電波により電力を誘起し、前記誘起した電力を供給する第
２電源部と、
　前記第２電源部から電力が供給されて駆動する記憶部と、
　前記第１電源部から電力が供給されて駆動する制御部であって、当該制御部が起動状態
又は停止状態であるかを示す第１情報を前記記憶部に格納する制御部と、
　前記第２電源部から電力が供給されて駆動し、前記第１電源部の電力供給の有無を示す
第２情報を取得し、且つ前記記憶部から前記第１情報を取得し、取得した前記第１、第２
情報を前記アンテナ部を介して前記制御機器へ送信する情報取得とを備え、
　前記制御機器は、
　前記端末機器との間で近距離無線の電波を送受信するアンテナ部と、
　前記第１、第２情報を、前記アンテナ部を介して前記端末機器から受信し、受信した前
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記第１、第２情報に基づいて前記端末機器の故障を判断する判断部とを備える故障判断シ
ステム。
【請求項１７】
　制御機器と端末機器とが近距離無線通信を行い、前記制御機器が前記端末機器の故障を
判断する故障判断方法であって、
　前記端末機器は、電力を供給する第１電源部と、前記制御機器との間で近距離無線の電
波を送受信するアンテナ部と、前記アンテナ部で受信される電波により電力を誘起し、前
記誘起した電力を供給する第２電源部と、前記第１電源部から電力が供給されて駆動する
制御部であって、前記制御部が起動状態又は停止状態であるかを示す第１情報を記憶部に
格納する制御部と、前記第２電源部から電力が供給されて駆動する情報取得部とを備え、
　前記制御機器は、前記端末機器との間で近距離無線の電波を送受信するアンテナ部と、
前記端末機器の故障を判断する判断部とを備え、
　前記端末機器の前記第２電源部が、前記制御機器からの電波を前記アンテナ部を介して
受信し、前記情報取得部及び前記記憶部を駆動させるステップと、
　前記端末機器の前記情報取得部が、前記第２電源部から電力が供給されて駆動した際、
前記第１電源部の電力供給の有無を示す第２情報を取得し、且つ前記記憶部から前記第１
情報を取得し、取得した前記第１、第２情報を前記アンテナ部を介して前記制御機器へ送
信するステップと、
　前記制御機器の前記判断部が、前記情報取得部から送信された前記第１、第２情報を、
前記アンテナ部を介して受信し、受信した前記第１、第２情報に基づいて前記端末機器の
故障を判断するステップとを備える故障判断方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、端末機器と制御機器とが近距離無線通信を行って端末機器の故障を判断する
技術に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、洗濯機、冷蔵庫、エアコンといった家電機器には故障判断機能が搭載され、ユー
ザはこの故障判断機能を利用することで修理への対応をスムーズに行うことができる。具
体的には、家電機器に故障が発生した場合、家電機器の表示パネルにエラーコードが表示
され、ユーザはインターネット上の故障判断サイトにアクセスし、このエラーコードを入
力すると、出張修理の必要性の有無が判断され、出張修理が必要な場合はサービスマンの
手配が行われ、出張修理が不要と判断された場合は、家電機器への措置がユーザに通知さ
れる。これにより、サービスマンの不要な出張が防止され、迅速、且つ低コストの修理サ
ービスを実現することができる。
【０００３】
　また、特許文献１には、計算機システムを構成する装置（ＣＰＵ、ＣＨ、ＭＳＵ、ＭＣ
Ｕ、ＳＶＰ）から異常通知が通知されると、解析プログラムは装置からハードウェア情報
と電源情報とを読み込み、電源情報が電源異常を示す場合は、電源異常を示すコードを作
成する。一方、電源情報が電源異常を示さない場合は、解析プログラムはハードウェア情
報から特定される装置の異常を示すコードを生成する技術が開示されている。
【０００４】
　また、特許文献２には、少なくとも１回の読み出し又は書き込みのアクセス制御を完了
させるための電源電圧をキャパシタに保持させておき、検出回路により電源異常が検出さ
れた場合、キャパシタに保持された電圧を用いて記憶部への読み出し又は書き込みのアク
セス制御を完了させることが開示されている。
【０００５】
　ところで、近年のスマートフォンやタブレット端末といった高機能の携帯機器と、家電
機器とを連携させ、修理対応の効率化を図る試みもなされている。具体的には、携帯機器
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が家電機器にかざされると、携帯機器と家電機器とが近距離無線通信を行い、携帯機器の
表示パネルに家電機器の判断結果を表示させるという手法である。
【０００６】
　しかしながら、特許文献１の技術では、ハードウェア情報と電源情報とがそれぞれ個別
に用いられて故障が判断されており、両情報を組み合わせて故障の判断が行われていない
。そのため、特許文献１の技術を携帯機器と家電機器とを連携させて家電機器の故障を判
断する手法に適用したとしても、家電機器のマイコンが故障しているのか家電機器のコン
セントが抜けているのかを検出することができない。
【０００７】
　また、特許文献２の技術は、不揮発性メモリへのアクセス中に電源が遮断された場合の
データの破損を防止することを目的とする技術であり、故障を判断するものではない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開平２－１２４５号公報
【特許文献２】特開２０１１－８１６６０号公報
【発明の概要】
【０００９】
　本発明の目的は、制御機器と端末機器とを連携させて端末機器の故障を判断するに際し
て、端末機器の故障を正確に判断することができる技術を提供することである。
【００１０】
　本発明の一態様による端末機器は、外部の制御機器と近距離無線通信を行い、前記制御
機器により故障が判断される端末機器であって、電力を供給する第１電源部と、前記制御
機器との間で近距離無線の電波を送受信するアンテナ部と、前記アンテナ部で受信される
電波により電力を誘起し、前記誘起した電力を供給する第２電源部と、前記第２電源部か
ら電力が供給されて駆動する記憶部と、前記第１電源部から電力が供給されて駆動する制
御部であって、当該制御部が起動状態又は停止状態であるかを示す第１情報を前記記憶部
に格納する制御部と、前記第２電源部から電力が供給されて駆動し、前記第１電源部の電
力供給の有無を示す第２情報を取得し、且つ前記記憶部から前記第１情報を取得し、取得
した前記第１、第２情報を前記アンテナ部を介して前記制御機器へ送信する情報取得部と
を備える。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の実施の形態１における故障判断システムの全体構成図である。
【図２】本発明の実施の形態１による故障判断システムのブロック図である。
【図３】判断部が故障を判断する際に使用する故障判断テーブルの一例を示す図である。
【図４】本発明の実施の形態２による故障判断システムのブロック図である。
【図５】本発明の実施の形態３による故障判断システムのブロック図である。
【図６】本発明の実施の形態４による故障判断システムのブロック図である。
【図７】本発明の実施の形態５による故障判断システムのブロック図である。
【図８】本発明の実施の形態６による故障判断システムのブロック図である。
【図９】本発明の実施の形態７による故障判断システムのブロック図である。
【図１０】本発明の実施の形態８による故障判断システムのブロック図である。
【図１１】本発明の実施の形態９における故障判断システムのブロック図である。
【図１２】情報取得部が第２情報を取得するために備える第２情報取得回路の回路図の一
例である。
【図１３】本発明の実施の形態１０による故障判断システムのブロック図である。
【図１４】スイッチ情報取得部が第３情報を取得するために備える第３情報取得回路の回
路図の一例である。
【図１５】本発明の実施の形態１０における故障判断テーブルの一例を示した図である。
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【発明を実施するための形態】
【００１２】
　（実施の形態１）
　以下、本発明の実施の形態による故障判断システムについて図面を用いて説明する。図
１は、本発明の実施の形態１における故障判断システムの全体構成図である。故障判断シ
ステムは、端末機器１００及び制御機器２００を備えている。端末機器１００及び制御機
器２００は、共に近距離無線通信の機能を備えている。この故障判断システムでは、筐体
の所定の位置に制御機器２００がかざされると、制御機器２００との間で近距離無線通信
が行われ、端末機器１００の故障の有無が判断され、判断結果が制御機器２００の表示パ
ネルに表示される。
【００１３】
　ここで、端末機器１００としては、図１の例では洗濯機が採用されているが、本発明は
これに限定されず、近距離無線通信を行う機能を備える電気機器ならどのような機器を採
用してもよい。例えば、冷蔵庫、エアコン、オーブン、電子レンジ、掃除機、炊飯器、パ
ン焼き器等の家電機器を端末機器１００として採用してもよいし、テレビ、ブルーレイレ
コーダ、オーディオ等のＡＶ機器を端末機器１００として採用してもよい。
【００１４】
　制御機器２００としては、近距離無線通信の機能及び表示パネルを備える機器であれば
どのような機器を採用してもよく、例えばスマートフォン、タブレット端末、携帯電話、
ＰＤＡ（Personal Data Assistance）等の端末機器を採用すればよい。
【００１５】
　近年、スマートフォンやタブレット端末等の登場によって携帯機器は高機能化が進んで
おり、このような携帯機器は、近距離無線通信の機能を備えていることが一般的である。
ここで、近距離無線通信は、ＮＦＣ(Near Field Communication)として知られる無線通信
の国際規格であり、十数センチメートルの距離で行われる小電力な無線通信技術である。
【００１６】
　そこで、本実施の形態では、近距離無線通信の機能を備える携帯機器を制御機器２００
として採用し、制御機器２００と端末機器１００とを連携させ、端末機器１００の故障の
判断結果を制御機器２００の表示パネルに表示させ、端末機器１００の故障の判断を円滑
に行うことを目的としている。
【００１７】
　次に、従来の端末機器が備えていた故障判断機能の問題点について説明する。表１は、
従来の端末機器が備えていた故障判断機能の問題点をまとめた表であり、端末機器１００
の状態に応じて端末機器１００の表示パネルに表示される表示画面が示されている。
【００１８】
【表１】
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【００１９】
　表１のコンセントの欄において、“入”は端末機器１００のコンセントが入っている状
態を示し、“抜け”は端末機器１００のコンセント抜けている状態を示し、“不明”は端
末機器１００のコンセントが抜けているか入っているか分からない状態を示している。
【００２０】
　“マイコン／その他の部品の異常”の欄において、“なし／なし”はマイコン及びその
他の部品に異常がないことを示し、“なし／あり”はマイコンに異常はないがその他の部
品に異常があることを示し、“なし／なし”はマイコン及びその他の部品に異常があるこ
とを示し、“あり／不明”はマイコンに異常がありその他の部品に異常があるか否かが分
からないことを示している。表示画面の欄には制御機器２００の表示画面に表示される文
言等が示されている。
【００２１】
　表１に示すように、コンセントが“入”、“マイコン／その他の部品の異常”が“なし
／なし”の場合、端末機器１００は故障していないため、表示画面には端末機器１００の
通常の操作画面が表示される。
【００２２】
　コンセントが“入”、“マイコン／その他の部品の異常”が“なし／あり”の場合、マ
イコンは異常部品を検出することができるため、表示画面には異常の原因を示すエラーコ
ードと異常部品とが表示される。
【００２３】
　コンセントが“抜け”、“マイコン／その他の部品の異常”が“なし／なし”の場合、
マイコンはコンセント抜けを検出することができるため、表示画面には“コンセントが抜
けていませんか？”と表示される。
【００２４】
　コンセントが“不明”、“マイコン／その他の部品の異常”が“あり／不明”の場合、
表示画面には“故障の可能性があります。お近くの販売店にお問い合わせ下さい。”と表
示される。
【００２５】
　１行目～３行目までに記載された３つのパターンの場合、つまり、マイコンに異常がな
ければ、従来の故障判断機能でも端末機器１００の異常の原因を正確に検出することがで
き、問題はなかった。
【００２６】
　しかしながら、４行目に記載されたパターンのようにマイコンに異常がある場合、従来
の故障判断機能では、コンセントが抜けているか否か検出することができず、故障の原因
を正確に検出することができなかった。
【００２７】
　そこで、本実施の形態による故障判断システムは、４行目に記載されたパターンのよう
にマイコン側に異常がある場合であっても、故障の原因を正確に検出することを課題とし
ている。以下、故障判断システムについて詳細に説明する。
【００２８】
　図２は、本発明の実施の形態１による故障判断システムのブロック図である。端末機器
１００は、制御部１２０、第１電源部１１０、及び通信部１３０を備えている。
【００２９】
　第１電源部１１０は、制御部１２０に電力を供給する。本実施の形態では、第１電源部
１１０としては、例えば、電力会社や家庭用発電機からコンセントを介して供給される電
力を、端末機器１００を駆動させるのに適した電力に変換する電源回路が採用される。な
お、これは一例であり、端末機器１００が蓄電池を実装する機器である場合、第１電源部
１１０として、蓄電池を採用すればよい。蓄電池としては、リチウムイオン電池や電気二
重層コンデンサやニッケルカドミウム電池やニッケル水素電池を採用すればよい。
【００３０】
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　制御部１２０は、例えば、端末機器１００の全体を統括制御するマイコン（マイクロコ
ントローラ）により構成され、第１電源部１１０から電力が供給されて駆動し、状態更新
部１２１を含む。状態更新部１２１は、制御部１２０の状態を監視する。本実施の形態で
は、制御部１２０の状態としては、起動状態及び停止状態がある。
【００３１】
　状態更新部１２１は、制御部１２０の状態が停止状態から起動状態に遷移する場合、記
憶部１３２に格納された第１情報を起動状態に更新する。また、状態更新部１２１は、制
御部１２０の状態が起動状態から停止状態に遷移する場合、記憶部１３２に格納された第
１情報を停止状態に更新する。
【００３２】
　ここで、制御部１２０の状態が停止状態から起動状態に遷移する場合としては、例えば
、ユーザにより端末機器１００のスイッチがオンされ、第１電源部１１０から制御部１２
０への電力の供給が開始される場合が該当する。また、制御部１２０の状態が起動状態か
ら停止状態に遷移する場合としては、例えば、ユーザにより端末機器１００のスイッチが
オフされた場合や、洗濯機であれば衣類の洗濯が終了した場合が該当する。
【００３３】
　通信部１３０は、近距離無線通信を行う通信装置により構成され、第２電源部１３１、
記憶部１３２、情報取得部１３３、及びアンテナ部１３４を備えている。第２電源部１３
１は、アンテナ部１３４により受信される電波により電力を誘起し、誘起した電力を通信
部１３０を構成する他のブロックに供給する。本実施の形態では、制御機器２００から定
期的にポーリング信号が送信されており、第２電源部１３１は、このポーリング信号を受
信することで電力を誘起する。
【００３４】
　記憶部１３２は、例えば、第２電源部１３１から電力が供給されて駆動する不揮発性の
メモリにより構成され、第１情報を記憶する。
【００３５】
　情報取得部１３３は、第２電源部１３１から電力が供給されて駆動し、第１電源部１１
０の電力供給の有無を示す第２情報を取得し、且つ記憶部１３２から第１情報を取得し、
取得した第１、第２情報をアンテナ部１３４を介して制御機器２００に送信する。
【００３６】
　ここで、情報取得部１３３は、第２電源部１３１から電力の供給が開始されたときに第
１、第２情報を取得して制御機器２００に送信する。
【００３７】
　図１２は、情報取得部１３３が第２情報を取得するために備える第２情報取得回路の回
路図の一例である。図１２に示すように、第２情報取得回路は、３つの抵抗Ｒ１１～Ｒ１
３及びトランジスタＱ１を備えている。トランジスタＱ１は例えばｎチャネルのＭＯＳＦ
ＥＴにより構成されている。トランジスタＱ１のゲートは抵抗Ｒ１２を介して第１電源部
１１０に接続され、且つ抵抗Ｒ１３を介してグランドに接続されている。トランジスタＱ
１のドレインは抵抗Ｒ１１を介して第２電源部１３１に接続されている。トランジスタＱ
１のソースはグランドに接続されている。
【００３８】
　第１電源部１１０が電力を供給している場合、トランジスタＱ１のゲートにはハイレベ
ルの電圧が印加され、トランジスタＱ１がオンする。これにより、第２電源部１３１から
電力が供給されると、トランジスタＱ１のソースドレイン間に電流が流れ、抵抗Ｒ１１の
電圧降下により出力線からはローレベルの電圧が出力される。この場合、情報取得部１３
３は、第１電源部１１０は電力供給有の状態と判断し、電力供給有を示す第２情報を生成
する。
【００３９】
　一方、第１電源部１１０が電力を供給していない場合、トランジスタＱ１のゲートには
ローレベルの電圧が印加され、トランジスタＱ１がオフする。これにより、第２電源部１
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３１から電力が供給されても、トランジスタＱ１のソースドレイン間には電流が流れず、
出力線からはハイレベルの電圧が出力される。この場合、情報取得部１３３は、第１電源
部１１０は電力供給無の状態であると判断し、電力供給無を示す第２情報を生成する。
【００４０】
　このように、情報取得部１３３は、第１電源部１１０から出力される電圧が規定値以上
であれば第１電源部１１０が電力供給有と判断し、そのことを示す第２情報を生成する一
方、電圧が規定値未満であれば第１電源部１１０が電力供給無と判断し、そのことを示す
第２情報を生成する。なお、第２情報取得回路は第１電源部１１０に設けてもよい。
【００４１】
　図２に戻り、制御機器２００は、起動部２０１、判断部２０２、制御部２０３、及びア
ンテナ部２０４を備えている。起動部２０１は、例えば、近距離無線通信の通信回路によ
り構成され、端末機器１００に対してポーリング信号を定期的に送信する。ここで、ポー
リング信号の送信間隔としては、例えば、ユーザが制御機器２００を端末機器１００にか
ざしている想定時間よりも短い時間が採用される。これにより、制御機器２００はユーザ
により端末機器１００にかざされている間、少なくとも１回、端末機器１００にポーリン
グ信号を送信でき、近距離無線通信を行うことができる。
【００４２】
　判断部２０２は、端末機器１００の情報取得部１３３から送信された第１、第２情報を
受信した場合、受信した第１、第２情報に基づいて端末機器１００の故障を判断する。
【００４３】
　図３は、判断部２０２が故障を判断する際に使用する故障判断テーブル３００の一例を
示す図である。故障判断テーブル３００は、第１情報の欄と第２情報の欄とを備え、各セ
ルには、第１情報が起動状態又は停止状態を示す場合と、第２情報が電力供給有又は電力
供給無を示す場合との組み合わせからなる４通り（ケース（ａ）～（ｄ））の判断結果が
格納されている。
【００４４】
　したがって、判断部２０２は、第２情報が電力供給無、且つ第１情報が起動状態を示す
場合（ケース（ｄ））、又は第２情報が電力供給有、且つ第１情報が停止状態を示す場合
（ケース（ｃ））、制御部１２０が故障していると判断する。また、判断部２０２は、第
２情報が電力供給有、且つ第１情報が起動状態を示す場合（ケース（ａ））、又は第２情
報が電力供給無、且つ第１情報が停止状態を示す場合（ケース（ｂ））、制御部１２０を
正常と判断する。
【００４５】
　ケース（ａ）の場合、第１電源部１１０からの電力供給に応じて制御部１２０が起動状
態になっているため、制御部１２０は正常に起動している。この場合、判断部２０２は、
制御部１２０は正常（起動）の判断結果を出す。
【００４６】
　ケース（ｂ）の場合、第１電源部１１０からの電力供給の遮断に応じて制御部１２０が
停止状態になっているため、制御部１２０は正常に停止している。この場合、判断部２０
２は、制御部１２０は正常（停止）の判断結果を出す。
【００４７】
　ケース（ｃ）の場合、第１電源部１１０から電力供給がされているにも拘わらず、制御
部１２０が停止状態となっているため、制御部１２０は故障している。この場合、判断部
２０２は、制御部１２０は故障、且つコンセントが入っているとの判断結果を出す。
【００４８】
　ケース（ｄ）の場合、第１電源部１１０から電力供給がされていないにも拘わらず、制
御部１２０の状態が起動状態となっているため、制御部１２０は故障している。この場合
、判断部２０２は、制御部１２０は故障、且つコンセントが抜けているとの判断結果を出
す。
【００４９】
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　制御部２０３は、判断部２０２による判断結果を例えば表示パネルに表示し、端末機器
１００の判断結果をユーザに報知する。具体的には、制御部２０３は、判断部２０２がケ
ース（ａ）の判断結果を出した場合、例えば“正常です。”といった文言が記載された表
示画面を表示パネルに表示する。また、制御部２０３は、判断部２０２がケース（ｂ）の
判断結果を出した場合、例えば“電源が入っていません。”や“コンセントが抜けていま
す”といった文言が記載された表示画面を表示パネルに表示する。また、制御部２０３は
、判断部２０２がケース（ｃ）の判断結果を出した場合、例えば“マイコンが故障してい
ます。”といった文言が記載された表示画面を表示パネルに表示する。また、制御部２０
３は、判断部２０２がケース（ｄ）の判断結果を出した場合、例えば“マイコンが故障し
ています。電源が入っていません。”や“マイコンが故障しています。コンセントが抜け
ています。”といった文言が記載された表示画面を表示パネルに表示する。
【００５０】
　次に、図２に示す故障判断システムの動作について説明する。まず、第２電源部１３１
は、起動部２０１から送信されるポーリング信号を受信すると、電力を誘起する。次に、
情報取得部１３３は、第２電源部１３１から電力が供給されて駆動され、第１電源部１１
０の電力供給の有無を示す第２情報を取得し、且つ記憶部１３２から第１情報を取得する
。
【００５１】
　次に、情報取得部１３３は、取得した第１、第２情報をアンテナ部１３４を介して制御
機器２００に送信する。次に、判断部２０２はアンテナ部２０４を介して第１、第２情報
を受信し、受信した第１、第２情報と故障判断テーブル３００とを用いて端末機器１００
の判断結果を出す。次に、制御部２０３は、判断部２０２による判断結果を表示パネルに
表示してユーザに報知する。
【００５２】
　このように、本実施の形態による故障判断システムによれば、端末機器１００は、制御
部１２０の状態を示す第１情報を記憶する記憶部１３２と、制御機器２００からポーリン
グ信号によって電力を誘起する第２電源部１３１と、第２電源部１３１から電力が供給さ
れて駆動し、第１、第２情報を取得して、制御機器２００に送信する情報取得部１３３と
を備えている。
【００５３】
　そのため、端末機器１００は第１電源部１１０からの電力供給の有無に拘わらず、制御
機器２００がかざされると、近距離無線通信により第１、第２情報を制御機器２００に送
信することができる。
【００５４】
　その結果、制御機器２００は、端末機器１００のオン又はオフに拘わらず、端末機器１
００から第１、第２情報を取得することができる。そして、第１情報は制御部１２０の現
在の状態を示し、第２情報が第１電源部１１０の電力供給の有無を示している。そのため
、制御機器２００は、これらの情報の組み合わせから、制御部１２０が故障している場合
であっても、第１電源部１１０からの電力供給の有無を判断することができ、端末機器１
００のコンセント抜けを判断することができ、端末機器１００の故障の原因を正確に検出
することができる。
【００５５】
　（実施の形態２）
　実施の形態２の故障判断システムは、制御機器２００の判断部２０２がケース（ｃ）の
判断結果を出した場合、制御部１２０の起動を試み、制御部１２０が本当に故障している
のか、あるいはスリープ状態になっていただけなのかを切り分けることを特徴とする。図
４は、本発明の実施の形態２による故障判断システムのブロック図である。なお、本実施
の形態において実施の形態１と同一のものは説明を省略する。
【００５６】
　実施の形態１では、制御部１２０の状態として起動状態と停止状態との２つの状態があ
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るものとして説明した。しかしながら、マイコンにはこれら２つの状態以外にもスリープ
状態が設けられていることもある。スリープ状態は、電源供給はされているがマイコンが
動作を行わないモードであり、例えばユーザからの指示に応じて起動状態に復帰するモー
ドである。
【００５７】
　制御部１２０の状態がスリープ状態の場合、状態更新部１２１が第１情報を停止状態に
更新する構成を採用すると、ケース（ｃ）において、制御部１２０が故障しているために
第１情報が停止状態を示しているのか、制御部１２０がスリープ状態にあるために第１情
報が停止状態を示しているのかを区別できず、制御部１２０が故障していないにも拘わら
ず故障していると判断されるおそれがある。つまり、制御部１２０がスリープ状態にあり
、且つ第１電源部１１０が電力供給を行っている場合、第１情報は停止状態、第２情報は
電力供給有を示すため、故障判断テーブル３００のケース（ｃ）に該当すると判断され、
制御部１２０はスリープ状態にあるにも拘わらず、故障していると判断されてしまう。
【００５８】
　そこで、実施の形態２では、ケース（ｃ）の判断結果が得られた場合、制御部１２０が
本当に故障しているのか、単にスリープ状態になっているだけなのかを切り分けるために
、制御部１２０の起動を試みる。そして、第１情報が起動状態に遷移すれば、ケース（ａ
）の判断結果が得られるため、制御部１２０は正常と判断される。一方、第１情報が起動
状態に遷移せず、停止状態を維持していれば、再度、ケース（ｃ）の判断結果が得られる
ため、制御部１２０は故障していると判断される。
【００５９】
　実施の形態２の故障判断システムは、制御機器２００に起動信号生成部１３５が設けら
れ、制御機器２００に指示信号送信部２０５が設けられている。
【００６０】
　指示信号送信部２０５は、判断部２０２が第１、第２情報に基づき、故障の判断を行っ
た結果、ケース（ｃ）の判断結果が得られた場合、制御部１２０を故障の可能性があると
して、制御部１２０を起動状態にするための指示信号をアンテナ部２０４を介して端末機
器１００に送信する。
【００６１】
　起動信号生成部１３５は、指示信号を受信すると制御部１２０を起動状態にするための
起動信号を生成し、制御部１２０に通知する。ここで、起動信号生成部１３５は、指示信
号によって誘起された第２電源部１３１から電力が供給されて駆動し、起動信号を制御部
１２０に通知する。
【００６２】
　制御部１２０は、起動信号が通知されると、スリープ状態であれば起動状態に遷移する
。これにより、状態更新部１２１は、記憶部１３２に記憶された第１情報を起動状態に更
新する。一方、制御部１２０は、故障している場合、起動信号が通知されても起動するこ
とができないため、第１情報は停止状態を維持する。
【００６３】
　状態更新部１２１は、制御部１２０が起動状態からスリープ状態に遷移した場合、第１
情報を停止状態に更新する。また、状態更新部１２１は、制御部１２０がスリープ状態か
ら起動状態に遷移した場合、第１情報を起動状態に更新する。また、状態更新部１２１は
、制御部１２０がスリープ状態から停止状態、又は停止状態からスリープ状態に遷移して
も第１情報を停止状態のまま維持する。
【００６４】
　情報取得部１３３は、起動信号生成部１３５が起動信号を通知してから一定期間経過し
たときに、記憶部１３２から第１情報を取得し、且つ、第１電源部１１０の出力電圧から
第２情報を取得し、アンテナ部１３４を介して制御機器２００に送信する。ここで、一定
期間としては、例えば、起動信号生成部１３５が制御部１２０に起動信号を通知してから
、状態更新部１２１による第１情報の更新が終了するまでの時間よりも多少長い時間が採
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用される。これにより、情報取得部１３３は更新終了後の第１情報を取得することができ
る。
【００６５】
　判断部２０２は、指示信号送信部２０５の指示信号の送信に応じて、情報取得部１３３
から第１、第２情報が送信された場合、第１、第２情報と故障判断テーブル３００とを用
いて故障を判断する。
【００６６】
　次に、実施の形態２による故障判断システムの動作について説明する。端末機器１００
が起動部２０１から送信されたポーリング信号を受信し、第１、第２情報を制御機器２０
０に送信し、判断部２０２が第１、第２情報と故障判断テーブル３００とを用いて故障を
判断するまでの動作は実施の形態１と同じである。
【００６７】
　ここでは、第１情報が停止状態を示し、第２情報が電力供給有を示すため、判断部２０
２がケース（ｃ）の判断結果を出したとする。すると、判断部２０２は、指示信号送信部
２０５に指示信号を送信するよう指示する。次に、指示信号送信部２０５は、指示信号を
アンテナ部２０４を介して端末機器１００に送信する。次に、起動信号生成部１３５は、
指示信号を受信し、起動信号を制御部１２０に通知する。次に、制御部１２０は、故障し
ていない場合は起動信号によって起動され、故障している場合は起動信号によって起動さ
れない。
【００６８】
　次に、状態更新部１２１は、制御部１２０がスリープ状態から起動状態に遷移した場合
、記憶部１３２に記憶された第１情報を起動状態に更新する。次に、情報取得部１３３は
、第１、第２情報を送信する。次に、判断部２０２は、第１情報が起動状態、且つ第２情
報が電力供給有を示す場合、ケース（ａ）に該当するため、制御部１２０は正常と判断す
る。この場合、制御部２０３は、“正常です。”といった文言が記載された表示画面を表
示パネルに表示すればよい。
【００６９】
　一方、判断部２０２は、第１情報が停止状態、且つ第２情報が電力供給有を示す場合、
ケース（ｃ）に該当するため、制御部１２０は故障していると判断する。この場合、制御
部２０３は、例えば“マイコンが故障しています。”といった文言が記載された表示画面
を表示パネルに表示すればよい。
【００７０】
　つまり、本実施の形態において、制御部２０３は判断部２０２の１回目の判断において
、ケース（ｃ）の判断結果が出された場合、即座に判断結果を表示パネルに表示せず、判
断部２０２の２回目の判断結果を表示パネルに表示させる。こうすることで、ユーザに対
し、制御部１２０がスリープ状態であるにも拘わらず故障していると報知することが防止
される。
【００７１】
　このように、実施の形態２の故障判断システムによれば、判断部２０２によりケース（
ｃ）の判断結果が出された場合、制御部１２０の起動を試み、制御部１２０が起動した場
合は、制御部１２０はスリープ状態にあり正常と判断され、制御部１２０が起動しなかっ
た場合は、制御部１２０は故障と判断される。そのため、制御部１２０がスリープ状態に
あるにも拘わらず、故障していると判断されることを防止することができる。
【００７２】
　（実施の形態３）
　実施の形態３の故障判断システムは、情報取得部１３３が電源供給有を示す第２情報を
取得した場合、制御部１２０の起動を試み、制御部１２０がスリープ状態であるにも拘わ
らず、故障していると判断されることを防止することを特徴とする。図５は、本発明の実
施の形態３による故障判断システムのブロック図である。なお、本実施の形態において実
施の形態１、２と同一のものは説明を省略する。
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【００７３】
　実施の形態２で説明したように、制御部１２０がスリープ状態にある場合、第１情報が
停止状態とされるため、第２情報が電源供給有を示す場合、ケース（ｃ）に該当し、制御
部１２０が故障していると判断される。
【００７４】
　これを防止するために、本実施の形態では、起動信号生成部１３５は、情報取得部１３
３により電力供給有を示す第２情報が取得された場合、起動信号を制御部１２０に通知し
、制御部１２０を起動させる。これにより、制御部１２０はスリープ状態にあれば、起動
状態に遷移し、第１情報が停止状態から起動状態に更新されて制御機器２００に送信され
る。一方、制御部１２０は故障していれば、第１情報が更新されず、停止状態を示す第１
情報が制御機器２００に送信される。
【００７５】
　その結果、判断部２０２がスリープ状態にあるにも拘わらず、制御部１２０を故障して
いると判断されることを防止することができる。
【００７６】
　実施の形態３の故障判断システムは、制御機器２００から指示信号送信部２０５が省か
れている。
【００７７】
　起動信号生成部１３５は、情報取得部１３３により電源供給有を示す第２情報が取得さ
れた場合、制御部１２０を起動させるための起動信号を生成し、制御部１２０に通知する
。ここで、起動信号生成部１３５は、ポーリング信号によって誘起された第２電源部１３
１から電力が供給されて駆動し、起動信号を制御部１２０に通知する。
【００７８】
　制御部１２０は、起動信号が通知されると、スリープ状態であれば起動状態に遷移する
。これにより、状態更新部１２１は、記憶部１３２に記憶された第１情報を起動状態に更
新する。一方、制御部１２０は、故障している場合、起動信号が通知されても起動するこ
とができないため、第１情報は停止状態を維持する。
【００７９】
　情報取得部１３３は、起動信号生成部１３５が起動信号を通知してから一定期間経過し
たときに、記憶部１３２から第１情報を取得し、且つ、第１電源部１１０の出力電圧から
第２情報を取得し、アンテナ部１３４を介して制御機器２００に送信する。
【００８０】
　次に、実施の形態３による故障判断システムの動作について説明する。端末機器１００
が起動部２０１から送信されたポーリング信号を受信する。次に、情報取得部１３３は、
記憶部１３２から第１情報を取得し、且つ第１電源部１１０の出力電圧から第２情報を取
得する。
【００８１】
　ここでは、第２情報が電源供給有を示すものとする。この場合、情報取得部１３３は、
起動信号生成部１３５に起動信号を生成するよう指示する。次に、起動信号生成部１３５
は、起動信号を生成し、制御部１２０に通知する。
【００８２】
　次に、制御部１２０は、故障していない場合は起動信号によって起動され、故障してい
る場合は起動信号によって起動されない。
【００８３】
　次に、状態更新部１２１は、制御部１２０がスリープ状態から起動状態に遷移した場合
、記憶部１３２に記憶された第１情報を起動状態に更新する。次に、情報取得部１３３は
、記憶部１３２から第１情報を取得し、且つ第１電源部１１０の出力電圧から第２情報を
取得し、制御機器２００に送信する。
【００８４】
　次に、判断部２０２は、第１、第２情報を受信し、実施の形態１と同様、第１、第２情
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報と故障判断テーブル３００とを用いて端末機器１００の故障を判断する。次に、制御部
２０３は、判断部２０２による判断結果を表示パネルに表示する。
【００８５】
　このように、実施の形態３の故障判断システムによれば、情報取得部１３３により電力
供給有を示す第１情報が取得された場合、制御部１２０の起動が試みられ、制御部１２０
が起動した場合は、制御部１２０は正常と判断され、起動しなかった場合は、故障と判断
される。そのため、制御部１２０がスリープ状態にあるにも拘わらず、故障していると判
断されることを防止することができる。
【００８６】
　（実施の形態４）
　図６は、本発明の実施の形態４による故障判断システムのブロック図である。実施の形
態４の故障判断システムは、第１電源部１１０の電力供給が停止された場合、状態更新部
１２１に第１情報を更新させるための電力を制御部１２０及び記憶部１３２に供給する補
助電源部１４０を端末機器１００に設けたことを特徴とする。なお、本実施の形態におい
て、実施の形態１～３と同一のものは説明を省略する。
【００８７】
　端末機器１００のコンセントが突発的に抜かれる、あるいは電源スイッチの接触異常に
より、第１電源部１１０からの電力供給が突然停止される場合がある。この場合、状態更
新部１２１は第１情報を起動状態から停止状態に更新することができないおそれがある。
そして、この場合、起動状態を示す第１情報と電力供給無を示す第２情報とが制御機器２
００に送信されるため、故障判断テーブル３００のケース（ｄ）に該当し、判断部２０２
は、制御部１２０が故障していないにも拘わらず、故障していると判断する可能性がある
。
【００８８】
　そこで、本実施の形態では補助電源部１４０を設け、第１電源部１１０の電力供給が停
止された場合、補助電源部１４０から必要な電力を供給させ、状態更新部１２１が確実に
第１情報を更新できるようにした。具体的には、端末機器１００は、補助電源部１４０及
び状態検知部１５０を備えている。その他の構成は、図２と同じである。
【００８９】
　状態検知部１５０は、第１電源部１１０の電力供給が停止されたか否かを検知する。こ
こで、状態検知部１５０は、第１電源部１１０の出力電圧が規定値以下又は０Ｖとなった
場合、第１電源部の電力供給が停止されと判断し、補助電源部１４０からの電力を状態更
新部１２１及び記憶部１３２に供給し、状態更新部１２１に第１情報を更新させる。なお
、状態検知部１５０は、第１電源部１１０からの電力供給が停止されても補助電源部１４
０からの電力を用いて駆動することができる。
【００９０】
　補助電源部１４０は、例えば、キャパシタ、乾電池、蓄電池等の蓄電手段により構成さ
れる。ここで、補助電源部１４０としては、例えば、第１電源部１１０から電力が供給さ
れていなくても、状態更新部１２１が記憶部１３２に格納された第１情報を少なくとも１
回更新することができる電力を蓄積する容量を持てばよい。
【００９１】
　次に、実施の形態４による故障判断システムの動作について説明する。まず、例えば、
ユーザによりコンセントが抜かれ、第１電源部１１０の電力供給が突然停止されたとする
。すると、状態検知部１５０はそのことを検知して、補助電源部１４０の電力を状態更新
部１２１及び記憶部１３２に供給する。次に、状態更新部１２１は、記憶部１３２に格納
された第１情報を起動状態から停止状態に更新する。
【００９２】
　これにより、制御機器２００から送信されたポーリング信号を端末機器１００が受信し
たとき、情報取得部１３３が取得する第１情報は停止状態を示すことになる。そのため、
判断部２０２は、第１情報が停止状態を示し、第２情報が電源供給無を示すため、制御部
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１２０は正常に停止している、つまり、ケース（ｂ）に該当すると判断することができる
。
【００９３】
　その結果、第１電源部１１０の電力供給が突然停止されて、第１情報が起動状態から停
止状態に更新されずに、端末機器１００が稼働を停止することを防止することができる。
これにより、制御部１２０が故障していないにも拘わらず、判断部２０２がケース（ｄ）
に該当して制御部１２０が故障していると判断することを防止することができる。
【００９４】
　（実施の形態５）
　図７は、本発明の実施の形態５による故障判断システムのブロック図である。実施の形
態５において、実施の形態１～４と同じものは説明を省略する。実施の形態５の故障判断
システムは、実施の形態１において制御機器２００側で行われていた故障の判断処理を端
末機器１００で行わせることを特徴とする。そのため、実施の形態５では、図７に示すよ
うに、制御機器２００に設けられていた判断部２０２が省かれ、端末機器１００の通信部
１３０内に判断部１３６が設けられている。
【００９５】
　判断部１３６は、制御機器２００から送信されたポーリング信号により電力が誘起され
た第２電源部１３１から電力が供給されて駆動し、記憶部１３２から第１情報を取得し、
且つ第１電源部１１０の出力電圧から第２情報を取得し、実施の形態１の判断部２０２と
同様、第１、第２情報と故障判断テーブル３００とを用いて端末機器１００の故障を判断
する。そして、判断部１３６は、判断結果をアンテナ部１３４を介して制御機器２００に
送信する。
【００９６】
　制御部２０３は、判断部１３６から送信された判断結果をアンテナ部２０４を介して受
信し、判断結果を表示パネルに表示し、ユーザに判断結果を報知する。なお、判断結果の
報知の仕方は実施の形態１と同様であるため、説明を省く。
【００９７】
　このように、実施の形態５による故障判断システムにおいては、判断部１３６が端末機
器１００に設けられているため、端末機器１００自らが故障を判断し、判断結果を制御機
器２００に通知することができる。また、判断部１３６は実施の形態１と同様、第１、第
２情報と故障判断テーブル３００とを用いて端末機器１００の故障を判断しているため、
実施の形態１と同様の効果を得ることができる。
【００９８】
　（実施の形態６）
　図８は、本発明の実施の形態６による故障判断システムのブロック図である。実施の形
態６において、実施の形態１～５と同じものは説明を省略する。実施の形態６の故障判断
システムは、実施の形態３において制御機器２００側で行われていた故障の判断処理を端
末機器１００で行わせることを特徴とする。そのため、実施の形態６では、図８に示すよ
うに、制御機器２００に設けられていた判断部２０２が省かれ、端末機器１００の通信部
１３０内に判断部１３６が設けられている。
【００９９】
　本実施の形態において、起動信号生成部１３５は、実施の形態３と同様、情報取得部１
３３により電源供給有を示す第２情報が取得された場合、制御部１２０を起動させるため
の起動信号を生成し、制御部１２０に通知する。
【０１００】
　情報取得部１３３は、実施の形態３と同様、起動信号生成部１３５が起動信号を通知し
てから一定期間経過したときに、記憶部１３２から第１情報を取得し、且つ、第１電源部
１１０の出力電圧から第２情報を取得し、判断部１３６に通知する。
【０１０１】
　判断部１３６は、実施の形態３と同様、情報取得部１３３から通知された第１、第２情
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報と故障判断テーブル３００とを用いて端末機器１００の故障の有無を判断する。
【０１０２】
　このように、実施の形態６の故障判断システムによれば、判断部１３６を端末機器１０
０に設けた場合であっても、実施の形態３と同様、制御部１２０がスリープ状態にあるに
も拘わらず、故障していると判断されることを防止することができる。
【０１０３】
　（実施の形態７）
　図９は、本発明の実施の形態７による故障判断システムのブロック図である。実施の形
態７において、実施の形態１～６と同じものは説明を省略する。実施の形態７の故障判断
システムは、実施の形態２において制御機器２００側で行われていた故障の判断を端末機
器１００で行わせることを特徴とする。そのため、実施の形態７では、図９に示すように
制御機器２００に設けられていた判断部２０２及び指示信号送信部２０５が省かれ、端末
機器１００の通信部１３０内に判断部１３６が設けられている。
【０１０４】
　本実施の形態において、起動信号生成部１３５は、判断部１３６が第１、第２情報に基
づき、故障を判断した結果、ケース（ｃ）の判断結果が得られた場合、制御部１２０を起
動状態にするための起動信号を制御部１２０に通知する。
【０１０５】
　情報取得部１３３は、実施の形態２と同様、起動信号生成部１３５が起動信号を通知し
てから一定期間経過したときに、記憶部１３２から第１情報を取得し、且つ第１電源部１
１０の出力電圧から第２情報を取得し、判断部１３６に通知する。
【０１０６】
　判断部１３６は、情報取得部１３３から通知された第１、第２情報と故障判断テーブル
３００とを用いて端末機器１００の故障を判断し、判断結果をアンテナ部１３４を介して
制御機器２００に通知する。
【０１０７】
　このように、実施の形態７の故障判断システムによれば、判断部１３６を端末機器１０
０に設けた場合であっても、実施の形態２と同様、制御部１２０がスリープ状態にあるに
も拘わらず、故障していると判断されることを防止することができる。
【０１０８】
　（実施の形態８）
　図１０は、本発明の実施の形態８による故障判断システムのブロック図である。実施の
形態８において、実施の形態１～７と同じものは説明を省略する。実施の形態８の故障判
断システムは、実施の形態４において制御機器２００側で行われていた故障の判断処理を
端末機器１００で行わせることを特徴とする。そのため、実施の形態８では、図１０に示
すように制御機器２００に設けられていた判断部２０２が省かれ、端末機器１００の通信
部１３０内に判断部１３６が設けられている。
【０１０９】
　実施の形態８の故障判断システムの特徴点は、実施の形態４と同様、端末機器１００に
補助電源部１４０及び状態検知部１５０を設けた点にある。したがって、ユーザによりコ
ンセントが抜かれる等して、第１電源部１１０の電力供給が突然停止された場合、状態更
新部１２１は、記憶部１３２に格納された第１情報を停止状態に更新する。
【０１１０】
　これにより、制御機器２００から送信されたポーリング信号を端末機器１００が受信し
たとき、情報取得部１３３が取得する第１情報は停止状態を示すことになる。そのため、
判断部１３６は、第１情報が停止状態を示し、第２情報が電源供給無を示すため、制御部
１２０は正常に停止している、つまり、ケース（ｂ）に該当すると判断することができる
。その結果、第１電源部１１０の電力供給が突然停止されて、第１情報が起動状態から停
止状態に更新されずに、ケース（ｄ）に該当すると判断されることが防止され、制御部１
２０が故障していないにも拘わらず、故障していると判断されることを防止することがで
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きる。
【０１１１】
　（実施の形態９）
　図１１は、本発明の実施の形態９における故障判断システムのブロック図である。実施
の形態９における故障判断システムは、実施の形態１において、制御機器２００を携帯機
器２１０とサーバ２２０とにより構成し、判断部２２１をサーバ２２０に設けた点を特徴
としている。なお、本実施の形態において実施の形態１～８と同じものは説明を省略する
。
【０１１２】
　携帯機器２１０は、例えば、スマートフォン、タブレット端末、携帯電話等の携帯機器
であって、近距離無線通信の通信機能及び公衆通信網の通信機能を備える携帯機器により
構成されている。なお、公衆通信網としては、例えばインターネット及び携帯電話通信網
を採用すればよい。
【０１１３】
　携帯機器２１０は、起動部２１１、携帯側情報取得部２１２、制御部２１３、及びアン
テナ部２１４を備えている。起動部２１１及び制御部２１３は、図２に示す起動部２０１
及び制御部２０３と同じ機能を持つため説明を省略する。
【０１１４】
　携帯側情報取得部２１２は、情報取得部１３３から送信される第１、第２情報をアンテ
ナ部２１４を介して受信し、受信した第１、第２情報を公衆通信網を介してサーバ２２０
に送信する。
【０１１５】
　サーバ２２０は判断部２２１を備えている。判断部２２１は、実施の形態１と同様、第
１、第２情報と故障判断テーブル３００とを用いて端末機器１００の故障を判断する。そ
して、判断部２２１は、判断結果を公衆通信網を介して携帯機器２１０に送信する。制御
部２１３は、実施の形態１と同様にして受信した判断結果を表示パネルに表示する。
【０１１６】
　次に、実施の形態９の故障判断システムの動作について説明する。携帯機器２１０が端
末機器１００にかざされ、情報取得部１３３が第１、第２情報を取得するまでの処理は実
施の形態１と同じである。
【０１１７】
　次に情報取得部１３３は、アンテナ部１３４を介して第１、第２情報を携帯機器２１０
に送信する。第１、第２情報を受信した携帯側情報取得部２１２は第１、第２情報を公衆
通信網を介してサーバ２２０に送信する。次に、判断部２２１は、携帯側情報取得部２１
２から送信された第１、第２情報と故障判断テーブル３００とを用いて端末機器１００の
故障を判断し、判断結果を公衆通信網を介して携帯機器２１０に送信する。次に、制御部
２１３は、判断結果を表示パネルに表示し、ユーザに報知する。
【０１１８】
　このように、実施の形態９の故障判断システムによれば、故障の判断処理がサーバ２２
０側で行われるため、携帯機器２１０の処理負担を軽減すると同時に、実施の形態１と同
様、端末機器１００の故障を正確に判断することができる。なお、制御機器２００を携帯
機器２１０及びサーバ２２０に分け、故障の判断処理をサーバ２２０に委ねる構成は、実
施の形態１～４に適用してもよい。
【０１１９】
　（実施の形態１０）
　図１３は、本発明の実施の形態１０による故障判断システムのブロック図である。実施
の形態１０の故障判断システムは、第１電源部１１０の状態に加えて、更にスイッチ１６
０の状態を監視し、両者の状態から端末機器１００の故障をより詳細に判断することを特
徴とする。
【０１２０】
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　本実施の形態において端末機器１００は、実施の形態１の端末機器１００に対し、更に
スイッチ１６０が設けられ、且つ通信部１３０にスイッチ情報取得部１３７が更に設けら
れている。
【０１２１】
　スイッチ１６０は、例えば、ユーザによりオン又はオフされ、オンされると第１電源部
１１０及び制御部１２０間を導通し、オフされると第１電源部１１０及び制御部１２０間
を遮断する。
【０１２２】
　スイッチ情報取得部１３７は、第２電源部１３１からの電力により駆動し、スイッチ１
６０のオン又はオフを示す第３情報を取得する。また、スイッチ情報取得部１３７は、第
３情報を取得すると、アンテナ部１３４を介して制御機器２００に送信する。
【０１２３】
　図１４は、スイッチ情報取得部１３７が第３情報を取得するために備える第３情報取得
回路の回路図の一例である。
【０１２４】
　図１４に示すように、第３情報取得回路は、３つの抵抗Ｒ２１～Ｒ２３及びトランジス
タＱ２を備えている。トランジスタＱ２は例えばｎチャネルのＭＯＳＦＥＴにより構成さ
れている。トランジスタＱ２のゲートは抵抗Ｒ２２を介してスイッチ１６０に接続され、
且つ抵抗Ｒ２３を介してグランドに接続されている。トランジスタＱ２のドレインは抵抗
Ｒ２１を介して第２電源部１３１に接続されている。トランジスタＱ２のソースはグラン
ドに接続されている。
【０１２５】
　スイッチ１６０がオンしている場合、トランジスタＱ１のゲートにはハイレベルの電圧
が印加され、トランジスタＱ２がオンする。これにより、第２電源部１３１から電力が供
給されると、トランジスタＱ２のソースドレイン間に電流が流れ、抵抗Ｒ２１の電圧降下
により出力線からはローレベルの電圧が出力される。この場合、スイッチ情報取得部１３
７は、スイッチ１６０がオンされていると判断し、オンを示す第３情報を生成する。
【０１２６】
　一方、スイッチ１６０がオフしている場合、トランジスタＱ２のゲートにはローレベル
の電圧が印加され、トランジスタＱ２がオフする。これにより、第２電源部１３１から電
力が供給されると、トランジスタＱ２のソースドレイン間には電流が流れず、出力線から
はローレベルの電圧が出力される。この場合、スイッチ情報取得部１３７は、スイッチ１
６０はオフであると判断し、オフを示す第３情報を生成する。
【０１２７】
　このように、スイッチ情報取得部１３７は、スイッチ１６０から出力される電圧が規定
値以上であればスイッチ１６０がオンと判断し、そのことを示す第３情報を生成する一方
、電圧が規定値未満であればスイッチ１６０がオフと判断し、そのことを示す第３情報を
生成する。
【０１２８】
　図１３に戻り、判断部２０２は、端末機器１００から送信された第１～第３情報をアン
テナ部２０４を介して受信し、第１～第３情報と図１５に示す故障判断テーブル３０１と
を用いて端末機器１００の故障の有無を判断する。
【０１２９】
　図１５は、本発明の実施の形態１０における故障判断テーブル３０１の一例を示した図
である。故障判断テーブル３０１では、第２情報が電力供給有を示す場合、すなわち、第
１電源部１１０が電力供給している場合、更に第３情報がオン又はオフを示すか、すなわ
ち、スイッチ１６０がオン又はオフしているかに応じて異なる判断結果が格納されている
。
【０１３０】
　具体的には、第１情報が起動状態、第２情報が電力供給有、且つ第３情報がオンの場合
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（ケース（ａ））、スイッチ１６０のオンによって、第１電源部１１０から電力が供給さ
れて制御部１２０は起動状態になる。そのため、ケース（ａ）のセルには制御部１２０が
正常に起動していることを示す正常（起動）が格納されている。
【０１３１】
　また、第１情報が停止状態、第２情報が電力供給有、且つ第３情報がオフの場合（ケー
ス（ｙ））、スイッチ１６０のオフによって、第１電源部１１０からの電力供給が遮断さ
れて制御部１２０は停止状態になる。そのため、ケース（ｙ）のセルには制御部１２０が
正常に停止していることを示す正常（停止）が格納されている。また、ケース（ｙ）にお
いては、第３情報がオフであり、スイッチ１６０がオフである。そのため、ケース（ｙ）
のセルには、スイッチ１６０のオフを示すスイッチオフも格納されている。
【０１３２】
　また、第１情報が停止状態、第２情報が電力供給有、且つ第３情報がオンの場合（ケー
ス（ｃ））、スイッチ１６０のオンによって、第１電源部１１０からの電力が供給されて
いるにも拘わらず、制御部１２０は停止状態になっている。そのため、ケース（ｃ）のセ
ルには制御部１２０が故障していることを示す故障が格納されている。
【０１３３】
　また、第１情報が起動状態、第２情報が電力供給有、且つ第３情報がオフの場合（ケー
ス（ｘ））、スイッチ１６０のオフによって、第１電源部１１０からの電力供給が遮断さ
れて停止状態になるべきなのに、制御部１２０は起動状態になっている。そのため、ケー
ス（ｘ）のセルには制御部１２０が故障していることを示す故障が格納されている。
【０１３４】
　また、第１情報が起動状態、且つ第２情報が電力供給無の場合（ケース（ｄ））、制御
部１２０は、第１電源部１１０から電力が供給されていないにも拘わらず起動状態になっ
ている。そのため、ケース（ｄ）のセルには、制御部１２０が故障していることを示す故
障が格納されている。
【０１３５】
　また、第１情報が停止状態、且つ第２情報が電力供給無の場合（ケース（ｂ））、第１
電源部１１０から電力が供給されていないため、制御部１２０は停止状態になる。そのた
め、ケース（ｂ）のセルには、制御部１２０が正常に停止していることを示す正常（停止
）が格納されている。また、ケース（ｂ）の場合、第２情報が電力供給無であり、第１電
源部１１０から電力供給が遮断されている。そのため、ケース（ｂ）のセルには、コンセ
ントが抜かれていることを示すコンセントオフも格納されている。
【０１３６】
　このように、実施の形態１０の故障判断システムによれば、第１、第２情報に加えて、
更にスイッチ１６０のオン・オフを示す第３情報も考慮して端末機器１００の故障が判断
されている。そのため、第２情報が電力供給有の場合に第１情報及び第３情報を用いて端
末機器１００の故障をより細かく判断することができる。
【０１３７】
　なお、実施の形態１０の第１、第２情報に加えて更に第３情報を用いて故障を判断する
手法は、実施の形態１～９のいずれの故障判断システムに適用してもよい。
【０１３８】
　（実施の形態の纏め）
　（１）本実施の形態による端末機器は、外部の制御機器と近距離無線通信を行い、前記
制御機器により故障が判断される端末機器であって、電力を供給する第１電源部と、前記
制御機器との間で近距離無線の電波を送受信するアンテナ部と、前記アンテナ部で受信さ
れる電波により電力を誘起し、前記誘起した電力を供給する第２電源部と、前記第２電源
部から電力が供給されて駆動する記憶部と、前記第１電源部から電力が供給されて駆動す
る制御部であって、当該制御部が起動状態又は停止状態であるかを示す第１情報を前記記
憶部に格納する制御部と、前記第２電源部から電力が供給されて駆動し、前記第１電源部
の電力供給の有無を示す第２情報を取得し、且つ前記記憶部から前記第１情報を取得し、
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取得した前記第１、第２情報を前記アンテナ部を介して前記制御機器へ送信する情報取得
部とを備える。
【０１３９】
　この構成によれば、端末機器は、第１情報を記憶する記憶部と、制御機器から近距離無
線通信の電波を受けて電力を誘起する第２電源部と、第２電源部から電力が供給されて駆
動し、第１情報及び第２情報を取得して、制御機器２００に送信する情報取得部とを備え
ている。
【０１４０】
　そのため、端末機器は第１電源部からの電力供給の有無に拘わらず、制御機器がかざさ
れると、近距離無線通信により第１、第２情報を制御機器２００に送信することができる
。
【０１４１】
　その結果、制御機器は、端末機器のオン又はオフに拘わらず、端末機器から第１、第２
情報を取得することができる。そして、第１情報は制御部が起動状態又は停止状態にある
かを示し、第２情報は第１電源部の電力供給の有無を示している。そのため、制御機器は
、これらの情報の組み合わせから、制御部が故障している場合であっても、端末機器のコ
ンセント抜けを検出することができ、端末機器の故障の原因を正確に検出することができ
る。
【０１４２】
　（２）また、端末機器は、前記制御部を起動させる起動信号を生成し、前記制御部に通
知する起動信号生成部を更に備え、前記起動信号生成部は、前記制御機器から前記制御部
が故障している可能性がある場合に送信される指示信号に基づき、前記起動信号を生成し
、前記情報取得部は、前記起動信号生成部による前記起動信号の通知がなされた後、再度
、前記第１、第２情報を取得し、前記制御機器へ送信することが好ましい。
【０１４３】
　例えば、制御部がスリープ状態にあるために、情報取得部が停止状態を示す第１情報を
取得したとする。また、このとき、情報取得部が電力供給有を示す第２情報を取得したと
する。すると、制御機器は、第１情報が停止状態を示し、第２情報が電力供給有を示し、
第１電源部から制御部に電力供給が行われているにも拘わらず、制御部が停止状態である
ため、制御部が故障したと判断するおそれがある。
【０１４４】
　そこで、本構成では、制御機器からの指示信号を受けると、制御部を起動させるための
起動信号を通知する起動信号生成部を端末機器に設けた。これにより、例えば、停止状態
を示す第１情報と電力供給有を示す第２情報とが端末機器から送信され、制御部が故障し
ている可能性が高い場合、制御機器は端末機器に指示信号を送信して、制御部の起動を試
みることができる。
【０１４５】
　制御部が本当に故障しているのであれば起動信号を受けても起動状態にならないため、
第１情報は停止状態を維持する。一方、制御部がスリープ状態になっていたのであれば起
動信号を受けると起動状態になるため、第１情報は起動状態に更新される。そして、情報
取得部はこれにより得られた第１、第２情報を再度、制御機器に送信する。
【０１４６】
　これにより、制御機器は、再度受信した第１情報が停止状態を示し、且つ第２情報が電
力供給有を示すのであれば、制御部は本当に故障していると判断し、第１情報が起動状態
を示し、且つ第２情報が電力供給有を示すのであれば、制御部は故障しているのではなく
単にスリープ状態になっていただけだと判断することができる。その結果、制御部がスリ
ープ状態にあるにも拘わらず、故障していると判断されることを防止することができる。
【０１４７】
　（３）また、端末機器は、前記制御部を起動させる起動信号を生成し、前記制御部に通
知する起動信号生成部を更に備え、前記起動信号生成部は、前記第２情報が電力供給有を
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示す場合、前記起動信号を生成し、前記情報取得部は、前記起動信号生成部による前記起
動信号の通知がなされた後、前記第１、第２情報を取得し、前記制御機器へ送信すること
が好ましい。
【０１４８】
　例えば、制御部がスリープ状態にあるために、情報取得部が停止状態を示す第１情報を
取得したとする。また、このとき、情報取得部が電力供給有を示す第２情報を取得したと
する。そして、これらの第１、第２情報がそのまま制御機器に送信されると、制御機器は
、第１電源部から電力が供給されているにも拘わらず、制御部が停止状態にあるため、制
御部が故障していると判断するおそれがある。
【０１４９】
　そこで、本構成では、このような誤判断を未然に防止するために、制御部を起動させる
ための起動信号を通知する起動信号生成部を端末機器に設けた。これにより、端末機器は
、例えば電力供給有を示す第２情報を取得した場合、制御部の起動を試みることができる
。
【０１５０】
　制御部が本当に故障しているのであれば起動信号を受けても起動状態にならないため、
第１情報は停止状態を維持する。一方、制御部がスリープ状態になっていたのであれば起
動信号を受けると起動状態になるため、第１情報は起動状態に更新される。そして、情報
取得部はこれにより得られた第１、第２情報を制御機器に送信する。
【０１５１】
　これにより、制御機器は、受信した第１情報が停止状態を示し、且つ第２情報が電力供
給有を示すのであれば、制御部は故障していると判断し、第１情報が起動状態を示し、且
つ第２情報が電力供給有を示すのであれば、制御部は正常であると判断することができる
。その結果、制御部がスリープ状態にあるにも拘わらず、故障していると判断されること
を防止することができる。
【０１５２】
　（４）また、端末機器は、前記第１電源部による電力供給が停止された場合、前記制御
部に電力を供給し、前記制御部に前記記憶部に格納された前記第１情報を更新させる補助
電源部を更に備えることが好ましい。
【０１５３】
　端末機器のコンセントが突発的に抜かれる、あるいは電源スイッチの接触異常により、
第１電源部からの電力供給が突然停止される場合がある。この場合、状態更新部は第１情
報を起動状態から停止状態に更新することができないおそれがある。この状況下で、端末
機器の故障の判断処理が実行されると、起動状態を示す第１情報と電力供給無を示す第２
情報とが制御機器に送信されるため、制御機器は、制御部が故障していないにも拘わらず
、故障していると判断する可能性がある。
【０１５４】
　そこで、本構成では補助電源部を設け、第１電源部の電力供給が停止された場合、補助
電源部から必要な電力を供給させ、状態更新部が確実に第１情報を更新できるようにした
。その結果、第１電源部の電力供給が突然停止されて、第１情報が起動状態から停止状態
に更新されないまま、端末機器が稼働を停止することを防止することができる。これによ
り、制御部が故障していないにも拘わらず、故障していると判断されることを防止するこ
とができる。
【０１５５】
　（５）また、端末機器は、前記第１電源部及び前記制御部間を導通又は遮断させるスイ
ッチと、前記第２電源部から電力が供給されて駆動し、前記スイッチのオン又はオフを示
す第３情報を取得し、前記アンテナ部を介して前記制御機器へ送信するスイッチ情報取得
部とを更に備えることが好ましい。
【０１５６】
　この構成によれば、第１電源部及び制御部間を導通又は遮断させるスイッチの状態を監
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視し、スイッチがオン又はオフしているかを示す第３情報を制御機器に送信するスイッチ
情報取得部を端末機器に設けた。そのため、制御機器は、第１、第２情報に加えて更に第
３情報を用いて端末機器の故障をより細かく判断することができる。
【０１５７】
　（６）本実施の形態による制御機器は、電力を供給する第１電源部と、前記第１電源部
から電力が供給されて駆動する制御部と備える外部の端末機器との間で近距離無線通信を
行い、前記端末機器の故障を判断する制御機器であって、前記端末機器との間で近距離無
線の電波を送受信するアンテナ部と、前記端末機器が備える前記制御部が起動状態又は停
止状態にあるかを示す第１情報と、前記端末機器が備える前記第１電源部の電力供給の有
無を示す第２情報とを、前記アンテナ部を介して前記端末機器から受信し、受信した前記
第１、第２情報に基づいて前記端末機器の故障を判断する判断部とを備える。
【０１５８】
　この構成によれば、（１）で示した端末機器と近距離無線通信を行って、端末機器から
、第１、第２情報を取得し、取得した第１、第２情報を用いて端末機器の故障を判断する
制御機器を提供することができる。
【０１５９】
　（７）また、制御機器において、前記判断部は、前記第２情報が電力供給無、且つ前記
第１情報が起動状態を示す場合、又は前記第２情報が電力供給有、且つ前記第１情報が停
止状態を示す場合、前記制御部を故障と判断し、前記第２情報が電力供給有、且つ前記第
１情報が起動状態を示す場合、又は前記第２情報が電力供給無、且つ前記第１情報が停止
状態を示す場合、前記制御部を正常と判断することが好ましい。
【０１６０】
　この構成によれば、第２情報が電力供給無、且つ第１情報が起動状態を示す場合、制御
部は電力供給されていないにも拘わらず起動状態にあるため、故障していると判断される
。また、第２情報が電力供給有、且つ第１情報が停止状態を示す場合、制御部は電力供給
がされているにも拘わらず停止状態にあるため、故障していると判断される。
【０１６１】
　また、第２情報が電力供給有、且つ第１情報が起動状態を示す場合、制御部は第１電源
部からの電力供給に応じて起動状態になっているため、正常と判断される。また、第２情
報が電力供給無、且つ第１情報が停止状態を示す場合、制御部は第１電源部からの電力供
給の遮断に応じて停止状態になっているため、正常と判断される。
【０１６２】
　（８）また、制御機器は、前記制御部が故障している可能性がある場合に前記制御部を
起動させるための指示信号を前記アンテナ部を介して前記端末機器に送信する指示信号送
信部を更に備えることが好ましい。
【０１６３】
　この構成によれば、制御機器は、（２）で示した端末機器に対して指示信号を送信して
、制御部の起動を試みることができる。その結果、制御部がスリープ状態にあるにも拘わ
らず、故障していると判断されることを防止することができる。
【０１６４】
　（９）また、制御機器において、前記指示信号送信部は、前記第２情報が電力供給有、
且つ前記第１情報が停止状態を示す場合、前記指示信号を送信することが好ましい。
【０１６５】
　この構成によれば、第２情報が電力供給有、且つ第１情報が停止状態を示す場合、制御
部が故障している可能性があるとして、制御機器は（２）で示す端末機器に指示信号を送
信し、制御部の起動を試みることができる。その結果、制御部がスリープ状態にあるにも
拘わらず、故障していると判断されることを防止することができる。
【０１６６】
　（１０）また、制御機器において、前記判断部は、前記端末機器の前記第１電源部及び
前記制御部を導通又は遮断させるスイッチがオン又はオフしているかを示す第３情報を前
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記端末機器から取得し、前記第１、第２情報に加えて、更に前記第３情報に基づいて前記
端末機器の故障を判断する。
【０１６７】
　この構成によれば、（５）で示した端末機器から送信される第３情報を更に用いて端末
機器の故障をより細かく判断することができる。
【０１６８】
　（１１）また、本実施の形態の端末機器は、外部の制御機器との間で近距離無線通信を
行い、前記制御機器により故障が判断される端末機器であって、電力を供給する第１電源
部と、前記制御機器との間で近距離無線の電波を送受信するアンテナ部と、前記アンテナ
部で受信される電波により電力を誘起し、前記誘起した電力を供給する第２電源部と、前
記第２電源部から電力が供給されて駆動する記憶部と、前記第１電源部から電力が供給さ
れて駆動する制御部であって、当該制御部が起動状態又は停止状態であるかを示す第１情
報を前記記憶部に格納する制御部と、前記第２電源部から電力が供給されて駆動し、前記
第１電源部の電力供給の有無を示す第２情報を取得し、且つ前記第１情報を取得する情報
取得部と、前記第２電源部から電力が供給されて駆動し、前記情報取得部により取得され
た前記第１、第２情報に基づいて、前記端末機器の故障を判断し、判断結果を前記アンテ
ナ部を介して前記制御機器へ送信する判断部とを備える。
【０１６９】
　この構成によれば、第１、第２情報を用いて端末機器の故障を判断する判断部を、端末
機器側に設けた構成において、（１）と同様の効果が得られる。
【０１７０】
　（１２）また、端末機器は、前記制御部を起動させる起動信号を生成し、前記制御部に
通知する起動信号生成部を更に備え、前記起動信号生成部は、前記第２情報が電力供給有
を示す場合、前記起動信号を生成し、前記情報取得部は、前記起動信号生成部による前記
起動信号の通知がなされた後、前記第１、第２情報を取得し、前記制御機器へ送信するこ
とが好ましい。
【０１７１】
　この構成によれば、第１、第２情報を用いて端末機器の故障を判断する判断部を、端末
機器側に設けた構成において、（３）と同様の効果が得られる。
【０１７２】
　（１３）また、端末機器は、前記制御部を起動させる起動信号を生成し、前記制御部に
通知する起動信号生成部を更に備え、前記起動信号生成部は、前記第２情報が電力供給有
、且つ前記第１情報が停止状態を示す場合、前記起動信号を生成し、前記情報取得部は、
前記起動信号生成部による前記起動信号の通知がなされた後、前記第１、第２情報を取得
し、前記制御機器へ送信することが好ましい。
【０１７３】
　この構成によれば、第１、第２情報を用いて端末機器の故障を判断する判断部を、端末
機器側に設けた構成において、（２）と同様の効果が得られる。
【０１７４】
　（１４）また、端末機器は、前記判断部は、前記第２情報が電力供給無、且つ前記第１
情報が起動状態を示す場合、又は前記第２情報が電力供給有、且つ前記第１情報が停止状
態を示す場合、前記制御部を故障の可能性があると判断し、前記第２情報が電力供給有、
且つ前記第１情報が起動状態を示す場合、又は前記第２情報が電力供給無、且つ前記第１
情報が停止状態を示す場合、前記制御部を正常と判断することが好ましい。
【０１７５】
　この構成によれば、第１、第２情報を用いて端末機器の故障を判断する判断部を、端末
機器側に設けた構成において、（７）と同様の効果が得られる。
【０１７６】
　（１５）また、端末機器は、前記第１電源部による電力供給が停止された場合、前記制
御部に電力を供給し、前記制御部に前記記憶部に格納された前記第１情報を更新させる補
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助電源部を更に備えることが好ましい。
【０１７７】
　この構成によれば、第１、第２情報を用いて端末機器の故障を判断する判断部を、端末
機器側に設けた構成において、（５）と同様の効果が得られる。
【０１７８】
　（１６）本実施の形態の故障判断システムは、制御機器と端末機器とが近距離無線通信
を行い、前記制御機器が前記端末機器の故障を判断する故障判断システムであって、前記
端末機器は、電力を供給する第１電源部と、前記制御機器との間で近距離無線の電波を送
受信するアンテナ部と、前記アンテナ部で受信される電波により電力を誘起し、前記誘起
した電力を供給する第２電源部と、前記第２電源部から電力が供給されて駆動する記憶部
と、前記第１電源部から電力が供給されて駆動する制御部であって、当該制御部が起動状
態又は停止状態であるかを示す第１情報を前記記憶部に格納する制御部と、前記第２電源
部から電力が供給されて駆動し、前記第１電源部の電力供給の有無を示す第２情報を取得
し、且つ前記記憶部から前記第１情報を取得し、取得した前記第１、第２情報を前記アン
テナ部を介して前記制御機器へ送信する情報取得とを備え、前記制御機器は、前記端末機
器との間で近距離無線の電波を送受信するアンテナ部と、前記第１情、第２情報を、前記
アンテナ部を介して前記端末機器から受信し、受信した前記第１、第２情報に基づいて前
記端末機器の故障を判断する判断部とを備える。
【０１７９】
　（１）の端末機器と（６）の制御機器とを組み合わせた、故障判断システムを提供する
ことができる。
【産業上の利用可能性】
【０１８０】
　本発明は、制御機器が近距離無線通信により端末機器と通信して端末機器の故障が判断
されるため、今後、更に普及することが予想される携帯端末やタブレット端末を用いた家
電機器の故障判断システムに有用である。
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